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承認第６号 

 

専決処分した事件の承認について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、次のとおり専

決処分したので報告し、承認を求める。 

 

専決処分第６号 

 

専  決  処  分  書 

 

幕別町税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

平成31年３月31日 

 

幕別町長  飯田 晴義    

 

幕別町税条例等の一部を改正する条例 

 

（幕別町税条例の一部改正） 

第１条 幕別町税条例（昭和30年条例第18号）の一部を次のように改正する。 

附則第７条の３の２第１項中「平成43年度」を「平成45年度」に、「附則第５

条の４の２第６項（同条第９項」を「附則第５条の４の２第５項（同条第７項」

に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項の規定の適用が」を「前項の

規定の適用が」に改め、同項を同条第２項とする。 

附則第10条の２第４項中「附則第15条第32項第１号イ」を「附則第15条第33項

第１号イ」に改め、同条第５項中「附則第15条第32項第１号ロ」を「附則第15条

第33項第１号ロ」に改め、同条第６項中「附則第15条第32項第１号ハ」を「附則

第15条第33項第１号ハ」に改め、同条第７項中「附則第15条第32項第１号ニ」を
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「附則第15条第33項第１号ニ」に改め、同条第８項中「附則第15条第32項第２号

イ」を「附則第15条第33項第２号イ」に改め、同条第９項中「附則第15条第32項

第２号ロ」を「附則第15条第33項第２号ロ」に改め、同条第10項中「附則第15条

第32項第３号イ」を「附則第15条第33項第３号イ」に改め、同条第11項中「附則

第15条第32項第３号ロ」を「附則第15条第33項第３号ロ」に改め、同条第12項中

「附則第15条第32項第３号ハ」を「附則第15条第33項第３号ハ」に改め、同条第

13項中「附則第15条第43項」を「附則第15条第44項」に改め、同条第14項中「附

則第15条第44項」を「附則第15条第45項」に改め、同条第15項中「附則第15条第

46項」を「附則第15条第47項」に改める。 

附則第10条の３第12項を同条第13項とし、同条第11項中「附則第12条第17項」

を「附則第12条第19項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項第５号中「附

則第12条第29項」を「附則第12条第31項」に改め、同項を同条第11項とし、同条

第９項を同条第10項とし、同条第８項第５号中「附則第12条第29項」を「附則第

12条第31項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項第４号中「附則第12条

第21項」を「附則第12条第23項」に改め、同項第６号中「附則第12条第22項」を

「附則第12条第24項」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項中「附則第12

条第17項」を「附則第12条第19項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項

の次に次の１項を加える。 

６ 法附則第15条の８第４項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載し

た申告書に令附則第12条第16項に規定する従前の家屋について移転補償金を

受けたことを証する書類を添付して町長に提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

⑶ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

附則第16条第１項中「法附則第30条第１項」を「平成18年３月31日までに初め

て道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項から第４

項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた法附則第30条第１項」

に、「当該軽自動車が初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両
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番号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」という。）を受けた月か

ら起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分」を「平成31年度分」に

改め、同条第２項から第４項までを削り、同条第５項中「附則第30条第６項第１

号及び第２号」を「附則第30条第２項第１号及び第２号」に、「第２項の表」を

「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 

第82条第２号ア 3,900円 1,000円 

 6,900円 1,800円 

 10,800円 2,700円 

 3,800円 1,000円 

 5,000円 1,300円 

附則第16条第５項を同条第２項とし、同条第６項中「附則第30条第７項第１号

及び第２号」を「附則第30条第３項第１号及び第２号」に改め、「以上の軽自動

車」の次に「（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この項

及び次項において同じ。）」を加え、「第３項の表」を「次の表」に改め、同項

に次の表を加える。 

第82条第２号ア 3,900円 2,000円 

6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 

附則第16条第６項を同条第３項とし、同条第７項中「附則第30条第８項第１号

及び第２号」を「附則第30条第４項第１号及び第２号」に、「第４項の表」を「次

の表」に改め、同項に次の表を加える。 

第82条第２号ア 3,900円 3,000円 

 6,900円 5,200円 

 10,800円 8,100円 

 3,800円 2,900円 
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 5,000円 3,800円 

附則第16条第７項を同条第４項とする。 

附則第16条の２第１項中「第７項」を「第４項」に改める。 

 

（幕別町税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 幕別町税条例等の一部を改正する条例（平成30年条例第23号）の一部を次

のように改正する。 

  第１条のうち、幕別町税条例第48条第１項の改正規定中「及び第11項」を「、

第11項及び第13項」に改め、同条に３項を加える改正規定中「３項」を「８項」

に改め、同改正規定（同条第10項に係る部分に限る。）中「次項」の次に「及び

第12項」を加え、「その他施行規則で定める方法」を削り、同改正規定（同条第

12項に係る部分に限る。）中「申告は、」の次に「申告書記載事項が」を加え、

同改正規定に次のように加える。 

13 第10項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税

関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合

で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認

められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出すること

について町長の承認を受けたときは、当該町長が指定する期間内に行う同項の

申告については、前３項の規定は、適用しない。法人税法第75条の４第２項の

申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第10項の内国法人

が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていな

い旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、

又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、町長に提出した場合における

当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。 

14 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受け

ることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間

その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添

付して、当該期間の開始の日の15日前までに、これを町長に提出しなければな

らない。 
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15 第13項の規定の適用を受けている内国法人は、第10項の申告につき第13項の

規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定

める事項を記載した届出書を町長に提出しなければならない。 

16 第13項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の８第51

項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の

提出があった日の翌日以後の第13項前段の期間内に行う第10項の申告につい

ては、第13項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新

たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。 

17 第13項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第15項の届出書の提

出又は法人税法第75条の４第３項若しくは第６項（同法第81条の24の３第２項

において準用する場合を含む。）の処分があったときは、これらの届出書の提

出又は処分があった日の翌日以後の第13項後段の期間内に行う第10項の申告

については、第13項後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日

以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。 

第１条のうち、幕別町税条例附則第15条の次に５条を加える改正規定（同条例

附則第15条の６第２項に係る部分に限る。）中「については」の次に「、当分の

間」を加え、同条例附則第16条第１項の改正規定中「初めて道路運送車両法第60

条第１項後段の規定による」を「最初の法第444条第３項に規定する」を「平成 

18年３月31日までに初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両

番号の指定（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受

けた法附則第30条第１項」を「法附則第30条」に、「平成31年度分」を「当該軽

自動車が最初の法第444条第３項に規定する車両番号の指定を受けた月から起算

して14年を経過した月の属する年度以後の年度分」に改める。 

附則第１条第５号中「３項」を「８項」に改める。 

附則第２条第４項中「第12項」を「第17項」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

（町民税に関する経過措置） 
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第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の幕別町税条例

（以下「新条例」という。）の規定中個人の町民税に関する部分は、平成31年度

以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成30年度分までの個人の町民税

については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の固

定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成31年度分の軽自動車税に

ついて適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

  


